
議案第５８号 

 

市川市立博物館の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

 

市川市立博物館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定める。 

令和５年２月１５日提出 
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市川市条例第  号 

市川市立博物館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

市川市立博物館の設置及び管理に関する条例（昭和４７年条例第３２号）の

一部を次のように改正する。 

第１条中「第１８条の規定に基づき、博物館」を「第２条第１項に規定する

博物館（以下「博物館」という。）」に改める。 

第９条中「第２０条第１項」を「第２３条第１項」に改める。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 



理  由 

 

博物館法の改正に伴い、条文の整備を行う必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 

 


